
­ ­1

訴 状

２００９年１０月５日

東京地方裁判所民事部 御中

原告ら訴訟代理人 弁護士 小 野 坂 弘

外１０名

（別紙原告代理人目録記載のとおり）

中華人民共和国江蘇省南京市張府園46号102室

原 告 夏 振 東

外８０名（別紙原告目録記載のとおり）

〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関１丁目１番１号

被 告 国

上記代表者法務大臣 千 葉 景 子

謝罪及び損害賠償請求事件

訴訟物の価格 ８億１０７６万８６３８円

ちょう用印紙額 訴訟救助申立中

予納郵券 ６４００円



­ ­2

第１ 請求の趣旨

１ 被告は、各原告に対し別紙謝罪文を交付し、かつ同謝罪文を官報に掲載

せよ。

２ 被告は、原告らに対し、それぞれ金１０００万円及びこれに対する訴状

送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決及び２項につき仮執行の宣言を求める。

第２ 請求の原因

目 次

はじめに 4頁

１ 本件訴訟の概要 11頁

(1) 松潘、成都、楽山、自貢、重慶の５地区の重慶大爆撃の加害責任を問う

(2) 戦略爆撃としての重慶大爆撃

(3) ２１世紀になって初めて裁かれる重慶大爆撃

２ 原告らが本件提訴に及んだ理由 16頁

(1) 第一次重慶大爆撃訴訟の提訴

(2) 第二次ないし本件第四次重慶大爆撃訴訟の提訴に至る経緯

３ 被告の加害行為－日本軍の重慶大爆撃 25頁

(1) 抗日戦争中の首都重慶

(2) 日本軍の重慶大爆撃以前の中国爆撃

(3) 四川省各地の爆撃を含む重慶大爆撃の概要

(4) 現重慶市に対する１９３８年の大爆撃

(5) 現重慶市に対する１９３９年の大爆撃――「５・３、５・４」など
ウ ー サ ン ウ ー ス ー

(6) 現重慶市に対する１９４０年の大爆撃――「１０１号作戦」など

(7) 現重慶市に対する１９４１年の大爆撃――「６・５隧道大惨案」、

「１０２号作戦」など

(8) 現重慶市に対する１９４３年の大爆撃

(9) 成都市への爆撃

(10) 楽山市への爆撃

(11) 自貢市への爆撃
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(12) 松潘県への爆撃

４ 重慶大爆撃による重慶、成都、楽山、自貢、松潘の被害 79頁

(1) ５年半にわたる重慶大爆撃の被害の規模について

(2) １９３８年の現重慶市の爆撃被害

(3) １９３９年の現重慶市の爆撃被害

(4) １９４０年の現重慶市の爆撃被害

(5) １９４１年の現重慶市の爆撃被害

(6) １９４３年の現重慶市の爆撃被害

(7) 成都市の爆撃被害

(8) 楽山市の爆撃被害

(9) 自貢市の爆撃被害

(10) 松潘県の爆撃被害

(11) 原告らの被害

５ 重慶大爆撃の違法性 139頁

(1) 空爆と国際法規

(2) 爆撃に関する国際法規

(3) 空爆規制に関する空戦規則案の国際慣習法化を裏付ける事実（1）

(4) 空爆規制に関する空戦規則案の国際慣習法化を裏付ける事実（2）

(5) 空爆に関する「無防守都市」の意義

(6) 重慶大爆撃は国際慣習法に違反して違法である

６ 被告の責任 155頁

(1) 重慶大爆撃の被害者の損害賠償請求の権利

(2) ハーグ条約第３条ないし同条の規定を内容とする国際慣習法に基づく

損害賠償請求権及び謝罪請求権

(3) 日本民法にもとづく損害賠償請求権及び謝罪請求権

(4) 条理に基づく謝罪及び損害賠償請求

(5) 立法不作為による不法行為に基づく謝罪及び損害賠償請求

(6) 行政不作為による不法行為に基づく謝罪及び損害賠償請求

７ 損害 162頁

８ 結語 163頁

参考資料

原告目録

原告訴訟代理人目録
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はじめに

本件訴訟は、第四次の「重慶大爆撃訴訟」であり、日本軍が中国侵略戦争中

に南京占領後に行った戦時首都・重慶とその周辺諸都市に対する無差別爆撃の

中国人被害者が日本国の法的加害責任を追及する裁判である。

それが第四次であるわけは、第一次訴訟が２００６年３月３０日に提訴され、

次いで第二次訴訟が２００８年の７月４日に提訴され、さらに第三次訴訟が２

００８年の１２月３日に提訴されているからにほかならないが、このように重

慶大爆撃訴訟が連続して行われている事情と意義について初めに若干述べてお

きたい。

まず４つの訴訟の原告を爆撃被害地ごとに分けると次の通りである。

四川省

重慶市 成都市 楽山市 自貢市 合江県 松潘県 合計

40人一次 34人 5人 1人

22人二次 22人

45人三次 1人 42人 1人 1人

81人四次 50人 17人 3人 5人 6人

85人 39人 50人 7人 1人 6人 188人合計

こうして重慶大爆撃訴訟は、一次から四次までの訴訟で１８８人の大型訴訟

となる。

こうした重慶大爆撃訴訟の全体を見たとき、何にもまして確認されるべき重

要な点は、重慶大爆撃の被害者が現在も日本軍の航空機爆撃に対して激しい怒

りを燃やしている事実である。

彼ら爆撃被害者が怒りを爆発させている原因なり根源は、百パーセント日本
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国の責任であり、とりわけ不誠実な対応にある。

その怒りは、第一に非人間的で残虐極まりない無差別爆撃への当然の怒りで

ある。６年ほど前から、重慶市の中心街の高層ビルの中に、爆撃被害者の活動

を支援するために提供された事務所がある。このオフィスは、たんに重慶爆撃

だけでなく、全中国、とりわけ四川省各地の爆撃被害者にとっても公知の連絡

センターとなっているが、無差別爆撃を体験している無数の中国人の怒りが根

底にあって、爆撃被害者の活動への重大な支援を意味する事務所の提供につな

がっていると言える。

爆撃被害者の怒りは、第二に侵略戦争の中で戦争犯罪を繰り返した日本国家

が、爆撃被害者の存在を無視し続けていることへの煮えたぎる怒りである。こ

の怒りは自然に日本人と日本全体に対する不信につながっている。国家が残酷

な悪事をはたらいておきながら、国家の犠牲者の痛みを無視するような日本の

姿勢はまことに醜いだけでなく、それを知った人が憤りを感じるのは当然であ

る。

爆撃被害者の怒りは、第三に爆撃被害者から裁判を突きつけられながら罪の

事実（戦争犯罪行為）に向き合おうともせず、様々な「法的詭弁」を弄して法

的責任を拒否している日本政府への全く正当な怒りである。

特に、最高裁判所が、２００７年４月２７日の西松建設強制連行事件などで

打ち出した「請求権放棄」論は到底許すことが出来ない。

その四・二七最高裁判決の核心部分は、サンフランシスコ平和条約を絶対視

する立場から、サンフランシスコ平和条約の枠組みは条約当事国以外の関係で

も「対日戦後処理の枠組みとなるべき」と勝手に決めつけて、「サンフランシ

スコ平和条約の枠組み論」を梃子としながら、日中共同声明第５項は中国国民

の請求権をも放棄したと判示した点にある。

しかし、このような最高裁判所の見解は、中国が１９５０年３月から１９５

２年８月までの間に、すなわちアメリカ主導の下でサンフランシスコ対日講和
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会議が中国を排除して開催される動きが表面化してからサンフランシスコ平和

条約が調印された後までの間に、当時の周恩来外交部長が５回も反対声明を出

しサンフランシスコ平和条約を無効な条約と弾劾した明白な歴史事実に反する

ものである。

最高裁判所が、中国の立場をいかに無視し踏みにじっているかを明らかにす

るために、少し長いが１９５１年９月１８日の周恩来外交部長の声明の一部を

紹介する。

「中国人民が日本帝国主義を打ち破る偉大な戦争で、最も長い時間をかけ、最も

大きな犠牲を受け、かつ最も大きな貢献をしたのである。以上のことは、一般に事実

が如実に証明している。しかるに、逆にアメリカ政府は一切の国際的合意に公然と

違反し、中華人民共和国を除外して、一九五一年九月四日、自家薬籠中のサンフラ

ンシスコ会議を招集するとともに、九月八日この会議で対日単独平和条約を署名し

た。わが全国の人民は、これにたいし憤怒と反対を表明しないわけにはゆかない。

（中略）アメリカ政府がサンフランシスコ会議で署名を強制し、かつ中華人民共和国

が参加していない対日単独平和条約は、単に全面的平和条約でないばかりではなく、

真の平和条約でなく、これは、日本帝国主義を復活させ中ソを敵視し、アジアに脅威

を及ぼし、新たな侵略戦争を準備する条約に他ならない。アメリカ政府と日本の吉田

政府は、所謂平和条約を署名したすぐ後で日本を再武装化し、日本をアメリカの軍

事基地にするのに都合のよい平坦な道に完全に変えるために、日米相互安全保障

条約を署名した。これは、アメリカ政府がアジア及び極東でいっそう大規模な侵略戦

争を準備しつつあるという動かすことのできない証拠である。中華人民共和国中央

人民政府は、アメリカ政府が署名を強制したサンフランシスコの対日平和条約及び

日米相互安全保障条約は、もはや中華人民共和国の安全とその他の多くのアジア

諸国の安全にとり大きな脅威となっていると考える。中国人民は、アメリカ政府がサ

ンフランシスコの対日平和条約と所謂日米相互安全保障条約とを利用して、新たな
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侵略戦争を準備しようという悪辣な陰謀をたくましくしていることについて、必ずや断

乎反対しなければならない。（中略）中華人民共和国政府は、重ねてサンフランシス

コの対日平和条約には、中華人民共和国が準備、起草及び署名に加わっていない

ので、中央人民政府はこれを不法で、かつ無効なもの、したがって絶対に承認でき

ない条約であるという考えを明らかにする。」

中国は、四・二七最高裁判決の直後に、外交部の報道官が、「中国政府が

『中日共同声明』の中で明らかにした対日戦争賠償請求権の放棄は両国人民の

友好と共存に着眼して行った政治的な決断である。中国側が再三にわたって行

った厳正な申し入れを顧みず、この条項を一方的に解釈した日本最高裁の行為

に我々は強く反対する。日本最高裁が『中日共同声明』について行った解釈は

違法なものであり、無効だ。中国側の関心に真剣に対処し、この問題を適切に

処理するよう我々は日本政府に求める。日本は中国侵略戦争中、中国人民を強

制連行し、奴隷のように扱った。これは日本軍国主義が中国人民に対して犯し

た重大な犯罪行為であり、現在も適切に処理されていない現実的で重大な人権

問題でもある。中国側はすでに、歴史に責任を負う姿勢で問題を適切に処理す

るよう日本側に求めた。」との見解を発表したが、これは先の１９５１年９月

の周恩来声明を知る者にとっては当然の見解表明だったのである。

日本の最高裁判所が、歴史事実を無視して日本の独占企業及び財界と帝国主

義者の利害に全面的に屈服した判断を出したことは、重慶大爆撃訴訟を初めと

する戦後補償裁判を提起して闘っている中国人戦争被害者の正当な闘いに敵対

する暴挙であり、断じて許されない。

四・二七最高裁判決が、重慶大爆撃訴訟の原告たちの怒りを倍加させたこと、

真実、百倍も千倍も怒りを倍加させたことを日本の政府と国民は知るべきなの

である。

現在、確かに日本の中で重慶爆撃のことを知っている人は少数になっている。
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しかし、中国侵略を実行していた時期、国策に追随して大本営発表を垂れ流し

ていたマスコミは、日本軍が侵略戦争の中で平然と国際法違反の蛮行を繰り返

していた事実を知っていながら、新聞紙上で「史上に比なき猛連爆 重慶を/

四度び大空襲 敵都いまや生色なし」とか、あるいは「敵・重慶放棄を決/

意か 成功への遷都論有力化」などと、国民に真実を知らせず独りよがりで/

傲慢な言葉を並べていた。このような歴史の事実を日本人は想起すべきである。

忘れたなどと言って軽く済まされるようなことでは断じてない。

日本人は隣国のアジア諸国を銃や戦車で、また爆撃機や戦闘機で侵略した過

去の戦争犯罪を反省しないことが、どんなに戦争被害者を苦しめているかを知

るべきである。１９７２年の日中共同声明の中で、日本政府は、「過去におい

て日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を

痛感し、深く反省する」と述べた。その共同声明第５項が、中国政府が「日本

国に対する戦争賠償の請求」を放棄する意思を表明したのも（中国人戦争被害

者の損害賠償請求権は放棄されていない）、日本の真摯な反省、つまり自分た

ちの手が侵略の犠牲者の血で赤く染まっていることを心から反省することを大

前提にした上で、「中日両国国民の友好のために」中国政府は放棄すると宣言

したのである。

日本政府が、前述したように四・二七最高裁判決直後に外交部報道官が「日

本は中国侵略戦争中、中国人民を強制連行し、奴隷のように扱った。これは日

本軍国主義が中国人民に対して犯した重大な犯罪行為であり、現在も適切に処

理されていない現実的で重大な人権問題でもある。中国側はすでに、歴史に責

任を負う姿勢で問題を適切に処理するよう日本側に求めた。」と述べたように、

遙か以前から日本の国家と政府の側が戦争被害問題の解決に向けた「ボール」

を受け取っているのである。

それなのに、日本人は重慶大爆撃のことなどきれいさっぱり忘れて、「重慶

爆撃て何のこと？」と放言している。そんな無様な有様である。
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する県であり、成都市から北に約３２０キロにある３０００メートルの高地で

あり、岷江や涪江などの大河の源流でもある。

松潘県は１９４１年の６月２３日に日本軍機の爆撃を受けて、市街区の大半

が火の海となり、死傷者は５００人をはるかに超えている。

重慶大爆撃訴訟を審理する日本の裁判所は、まず中国政府がサンフランシス

コ平和条約に反対した５つの声明を学び、また四川省にある松潘県等の場所を

地図で確かめ、上に紹介した日本軍機の爆撃で甚大な被害を出した約７０の諸

都市の被害の事実に真摯に向き合うべきである。

（以下、余白）
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１ 本件訴訟の概要

(1) 松潘、成都、楽山、自貢、重慶の５地区の重慶大爆撃の加害責任を問う

本件訴訟は、日本の中国侵略戦争中、重慶市、四川省成都市、楽山市、

自貢市、及び四川省松潘県に対する日本軍の航空部隊が行った空爆によっ

て被害を受けた原告らが、加害国である被告日本に謝罪と賠償を求める裁

判である。

本件訴訟の原告は、重慶市、四川省成都市、楽山市、自貢市、及び四川

省松潘県の爆撃被害者の８１名であるが、いずれも日本軍の爆撃で肉親を

殺されたり自分自身が重傷を負った者であるか、あるいは家屋の全壊など

の重大な財産被害を被った者である。

ここで「重慶大爆撃」の概念と「成都爆撃」「楽山爆撃」「自貢爆撃」

「松潘爆撃」の概念の関係について述べておくと、本件訴訟では、日本軍

の航空部隊が重慶市（１９９７年から直轄市）と四川省（成都市、楽山市、

自貢市や松潘県などを含む）に加えた爆撃を総称して「重慶大爆撃」とい

う。

従って、本件訴訟は、あくまで重慶大爆撃の一環である重慶爆撃、成都

爆撃、楽山爆撃、自貢爆撃、松潘爆撃に関する被告の加害責任を問うもの

である。

ところで、東京地方裁判所には、すでに述べたように、第一次から第三

次までの重慶大爆撃訴訟では重慶大爆撃の被害地（具体的には、現直轄市

である重慶市や四川省成都市・楽山市・自貢市・合川県）の被害者（合計

１０７名）が原告となり日本国を被告にした関連訴訟を提訴しており、同

訴訟はいずれも現在貴裁判所民事第１３部に係属して審理されている。

本件訴訟の原告は、先行する第一次から第三次までの訴訟の原告らと連

携しながら被害調査および訴訟準備を行ってきており、４つの爆撃訴訟は



­ ­12

提訴の経緯や提訴の意図・位置づけにおいて極めて密接に関連しているこ

とを本訴状冒頭で明らかにしておきたい。

次に、重慶大爆撃の概要について述べる。

重慶大爆撃は、１９３８年２月から１９４４年１２月までの６年１０ヶ

月にわたっている。その開始時期は中華民国の首都南京が１９３７年１２

月に日本軍に占領された直後である。

周知のとおり重慶大爆撃の期間を含む抗日戦争中の重慶市は、南京市に

かわる中華民国の新首都であった。

日本軍の四川省各地を含む重慶大爆撃の狙いは、抗日戦争中の中国の新

首都である重慶市およびこれを支える周辺の四川省地域を徹底的に壊滅し

て抗日戦争を戦っている中国と中国人民の戦争継続意志をたたきつぶそう

とするところにあった。

現重慶市と四川省を合わせた重慶大爆撃の死傷者総数は１０万人を超え

ているし、また重慶大爆撃で家屋や店舗を失った人は１００万人の規模に

のぼる。

重慶大爆撃は、以上に述べたように中国の一般住民の生命・身体、さら

に財産に対して計り知れない損害と苦しみをもたらしたものであり、日本

軍が中国に行った重大な戦争犯罪の一つである。

本件訴訟は、重慶大爆撃の加害と被害の事実を明らかにして重慶大爆撃

の違法性と被告の加害責任を問う裁判であり、加害国日本の「謝罪と賠

償」の法的責任の認定をかちとり重慶爆撃、成都爆撃、楽山爆撃、自貢爆

撃、松潘爆撃の被害者である原告らの人間の尊厳を回復する裁判である。

(2) 戦略爆撃としての重慶大爆撃

日本軍の重慶大爆撃は、上記(1)で述べた日本軍の狙いから明らかなよ

うに都市機能とそこに住む一般住民に甚大な被害を生み出すこと自体を爆
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撃目的としていた。

従って、重慶大爆撃はもともと軍事目標を爆撃対象としていない無差別

爆撃であり、「戦略爆撃」と呼ばれる航空作戦であった。

重慶大爆撃は、上記の戦略爆撃を世界的にも初めて本格的に実施したも

のであった。重慶大爆撃以降、第二次世界大戦の中で欧州のイギリスとド

イツで、さらに日本に対する大規模な空爆へと拡大した。その延長に広島

・長崎への原爆投下が強行された。

重慶大爆撃で実質的に誕生したと言える戦略爆撃理論は、第二次世界大

戦後の軍事戦略に採り入れられて、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、

さらには現代におけるコソボ空爆やアフガニスタン空爆、イラク空爆へと

継承されてきた。また弾道ミサイルと核爆弾による敵国国民を人質にとっ

た核戦略を生み出し発展させた。

以上のとおり、日本軍が行った重慶大爆撃は、決して閉じた過去の出来

事ではなく、２０世紀後半から２１世紀にいたる「空からの戦争」の時代

の第 頁を開けた歴史を画する出来事であり、歴史への重い責任を負っ1

た事件なのである。

本件訴訟は、人間の尊厳を回復するために立ち上がった重慶、成都、楽

山、自貢、松潘の各爆撃被害者である原告らの眼差しから、現在も世界を

支配している「戦略爆撃」という軍事戦略とその思想を裁き、その非人間

性と残虐さを告発する裁判である。

(3) ２１世紀になって初めて裁かれる重慶大爆撃

重慶大爆撃の当時、国際法の世界では、軍事目標主義を掲げた空戦法規

案（１９２３年）を実質的内容とする空爆制限に関する国際慣習法が成立

していた。

このため１９３７年に日本軍が上海、南京に対する都市爆撃を強行した
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段階で、アメリカ、イギリスなどの諸国や国際連盟は、日本軍が意図的に

軍事目標ではない都市機能と一般住民を爆撃対象としたことを強く非難し、

爆撃中止を要求していた。

しかし、日本軍は、上海、南京に対する爆撃は適法との立場をとり、中

国に対する都市爆撃を継続した。重慶大爆撃は、そのような日本軍の認識

から最も大規模に行われた空爆であるが、その実態は最も徹底した無差別

爆撃であり、最も悲惨で残虐な被害を一般住民にもたらしたものであった。

重慶大爆撃が中国の一般住民に対する残虐な大量殺戮であった事実に照

らせば、陸海軍航空部隊による重慶大爆撃を計画実行した日本軍責任者の

行為は、明らかに重大な戦争犯罪である。

重慶大爆撃の計画実行に関わった日本軍の最高責任者は、無差別爆撃に

よる残虐な被害の結果とそれを完全に認識して爆撃計画を策定し実行した

ものであるから、その罪は南京大虐殺に匹敵し、当然、「平和に対する

罪」ないし「人道に対する罪」で極東軍事裁判で裁かれ、極刑の有罪判決

が下されて当然であった。

ところが、極東軍事裁判において何ら裁かれなかった。すなわち、重慶

大爆撃が日本が行った８年間の対中国全面侵略戦争の中でも最も残虐かつ

大規模な戦争行為であったことは明白であり、中国人民の重慶大爆撃に対

する記憶はいまだ生々しく、かつ中華民国は第二次世界大戦の連合国の一

員であり極東軍事裁判の構成国であったにもかかわらず、日本軍責任者は

誰一人重慶大爆撃という重大な戦争犯罪の罪で裁かれなかったのである。

そこにはドイツ・日本への無差別爆撃と広島・長崎に原爆を投下した責

任を回避しようとした米英両国の思惑が強く働いていた。その不自然さと

不合理さは、７３１部隊などの細菌戦部隊の生体実験や細菌作戦が起訴さ

れなかったのと全く同様である。

原告ら重慶、成都、楽山、自貢、松潘、瀘州の各被害者は、現在まで、
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重慶大爆撃が一度も戦争犯罪として裁かれていないことに強く憤っている。

また原告らは、日本政府が、これまで一度も重慶大爆撃の被害者に謝罪

したこともなければ、その姿勢すら示さないことにも心底怒っている。

重慶大爆撃の被害者は、日本が侵略戦争に破れて６４年経つと言うのに、

いかなる意味でも爆撃被害について全く救済されることなく、ずっと歴史

の闇に放置されてきた。

本件訴訟は、重慶大爆撃が重大な戦争犯罪であることを告発するととも

に、人間の尊厳を侵害する重慶大爆撃のような無差別爆撃による住民虐殺

を再び繰り返させないことを目指すものである。

（以下、余白）
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２ 原告らが本件提訴に及んだ理由

(1) 第一次重慶大爆撃訴訟の提訴

重慶、成都、楽山、自貢、松潘の各被害者が原告となって提訴した本件

訴訟は、上述したとおり先行する２００６年提訴の第一次重慶大爆撃訴訟

の原告、そして第二次、第三次の重慶大爆撃訴訟の原告と連携しながら被

害調査や訴訟準備を行ってきた事実があり、提訴経緯や提訴意図などで密

接に関連している。従って本件訴訟を正確に理解するためには第一次重慶

大爆撃訴訟の提訴経過を正確に認識することが不可欠であるので、以下で

は、まず第一次訴訟の提訴について述べる。

① 第一次提訴について

２００６年３月３０日、日本軍による重慶大爆撃で肉親を殺され又は自

ら負傷した被害者４０名が、日本国を被告に「謝罪と賠償（各原告、慰謝

料１千万円）」を求める裁判を起こした。

第一次訴訟の原告を被害時期で分けると、１９３９年１４名、４０年１

４名、４１年１１名、４３年１名である。また被害地で分けると、直轄市

・重慶市３４名、四川省楽山市５名、同省自貢市１名である。

② 第一次提訴に至る経緯

１９４５年８月の日本敗戦直後から、重慶大爆撃の被害者たちは、爆撃

被害の賠償を加害国日本に請求したいとの強い思いをいだいていた。

また日本敗戦前後の時期から、中国では重慶大爆撃の被害に関する調査

が行われていた。

１９７２年に中日共同声明が締結された。だが、その後も重慶大爆撃の

被害者たちは日本政府に損害賠償を請求したいという思いを変わらず持ち

続けていた。

１９９０年代初めから、重慶大爆撃の被害者たちの間では、爆撃被害の

賠償を「個人賠償請求」として実現しようとする動きが表面化してきた。
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それに先立ち原告らは、２００１年には「重慶大爆撃文物展覧会」に積

極的に関わり、２００２年からは日本を訪問して日本側の市民や平和団体

に重慶大爆撃の残虐な被害を訴え、また被告に「謝罪と賠償」を求める活

動について理解を求めてきた。

第一次訴訟の原告らは、上記訪日を２００２年、２００４年、２００５

年と続けてきた。その際には毎回、被爆都市の広島市（重慶市の友好都

市）を訪問して日本の反核平和運動に携わっている団体や市民たちと積極

的に交流し、原告らが重慶大爆撃に対する被告の法的責任を追及する活動

をしていることを伝え意見交換を積み重ねてきた。

とくに２００５年に日本を訪問した際には、広島市だけでなく、東京、

千葉、岩手、神戸そして大阪など、日本各地で重慶大爆撃の被害について

訴え、また加害国日本が重慶大爆撃の被害者に謝罪・賠償を行うべきこと

を訴えた。

一方、日本の市民・学生および平和団体・労働組合は、重慶大爆撃の被

害者たちとの継続的な交流を通じて重慶大爆撃に対する認識を深め、さら

に原告らの被告に謝罪・賠償を求める運動を支持し連帯することを誓った。

上記のような重慶大爆撃の被害者と日本の市民の合意は、日中友好関係

の新たな頁を開くほどの重大な意義を持っている。

原告らは、中国と日本で上記のような行動を積み重ねたうえで本件訴訟

を提起したものである。

③ 第一次提訴の原告らの「謝罪と賠償」を請求する心情

第一次提訴の原告ら重慶大爆撃の被害者たちは、現在、重慶市内に彼ら

の活動を支援する声援団から提供された事務所（重慶市渝中区較場口得意

世界 区６ー１）において日常的活動を行っている。A

第一次提訴の原告たちは、いずれも高齢であるが、「自分が生きている
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うちにどうしても大切な人生を破壊した日本の政府と国民に、爆撃被害者

に対する責任を認めさせたい」「日本政府は、自発的に重慶大爆撃の被害

者に『謝罪と賠償』を行い、法的責任を果たしてもらいたい」と思ってい

る。

第一次提訴の原告たちは、重慶市の繁華街の中にある原告団事務所に日

常的に集っているが、上記のような原告らの気持ちは、同事務所の中で交

わされている一致した意見である。

次頁の写真は、２００４年１２月、第一次提訴の原告団事務所に原告た

ちが集った際の集合写真である。

なお、写真中央の壁に貼られている絵は、重慶大爆撃の状況を重慶市の

画家陳可之氏が描いたものである。

また、その絵の両側には、「真相・正義・索賠・和平」の原告らの活動

の目標である標語が貼られている。

２００５年８月の日本訪問の際、第一次提訴の原告らは、重慶大爆撃の

被害に関して謝罪と賠償を求める裁判を行う決意を述べて、日本の市民に
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理解を求めるとともに、日本側に次のようなメッセージ文を手渡した。

以下に、第一次提訴の原告らの気持ちを示す上記メッセージを３つに分

けて紹介する。

＊

まず、第一次提訴の原告らは本メッセージの冒頭で、重慶大爆撃に関す

る体験や認識を次のように述べている。

「重慶は、中国の抗日戦争時期の戦時首都であり、抗日戦争の時期の戦

いの根拠地でもあった。また世界的に見ると、重慶は、第二次世界大戦

の中では、反ファッショ戦争の４大根拠地（ワシントン、ロンドン、モ

スクワ、そして重慶）の一つであり、正義のメッセージの世界への発信

地だった。だらかこそ日本軍国主義は、重慶を恨み、忌み嫌い、１９３

８年から１９４３年までの５年半という長期間、残虐な爆撃を加え続け、

我々のような重慶の一般の庶民を皆殺しにしようとし、街と住居の一切

を焼き尽くそうとしたのである。

日本は、５年間半に及ぶ重慶大爆撃で、延べ２百回から３百回も爆撃

機を出撃させた。その結果、５０万ないし６０万あまりの重慶市民が家

を失い、家産を傾けた。死傷した市民は、６万人を超えた。重慶の９０

パーセントの家屋は破壊された。

全世界が驚愕した１９３９年の「５・３」、「５・４」の大爆撃で起

きた火災は、３日間も続いた。数十筋の町並みが壊され、一晩のうちに

１０数万人が住む家を失った。２５万人が避難し、８２００人あまりの

人が死傷した。父や母を呼んで泣き叫ぶ声が至る処に聞こえ、爆撃で体

から吹き飛ばされた頭や飛び散った人間の手足、腸などが木々の枝や電

線にぶら下がっているという悲惨な状況が出現した。にぎやかだった重

慶の街は、あっという間に恐怖の地獄になってしまった。」

＊
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次に、本メッセージは続いて、２０００年代に入って重慶大爆撃の被害

者たちが活発に動き出した様子について次のように述べている。

「重慶爆撃から６０年余り経た２００１年、『重慶大爆撃文物展覧会』

が企画された。この機会に、重慶大爆撃を経験した私たち老人は、大爆

撃の記憶をたどり、涙を流しながら、当時の苦難の歳月や一家が離散し

肉親を失ったこと、家産を傾けた苦しい体験を語りあうようになった。

その後、私たち被害者は、日本軍国主義が重慶大爆撃で行った犯罪行

為の責任は未だ追及されていないこと、何よりも日本政府は重慶爆撃を

反省していないことを確信するようになった。

私たち被害者は、２００４年４月７日に「重慶大爆撃被害者民間対日

賠償請求原告団」を結成した。

現在までに、約５００名の被害者が原告団に登録している。その中の

多数が爆撃の被害を記録した陳述書を原告団に提出している。

被害者の大部分は７０、８０歳代の老人で、９０歳代の人もいる。彼

らは収入が少なく、生活が苦しい。

しかし、現在、重慶市の各界の良心的な人士や大学教授や弁護士、さ

らにジャーナリストや市民・学生が我が原告団に協力してくれている。

また彼らの一部は顧問団にもなってくれている。」

＊

最後に、本メッセージは第一次提訴の原告たちの活動目標を次のように

明確に述べている。

「我が原告団は、自分たちの標語として『真相』『正義』『賠償』『平

和』を掲げている。

我が原告団の活動の第１の目的は、日本軍国主義が行った重慶大爆撃

の事実、加害と被害の全ての真実を明らかにして、歴史に残すことであ

る。
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我々は、爆撃の加害者を許すことがあっても、爆撃の歴史を忘れるこ

とはできない。忘却は歴史への犯罪である。

日本の爆撃で重慶の一般庶民が残虐に殺された事実を永遠に忘れない

ことこそが、重慶大爆撃を繰り返させない道であると信じる。

第２の目的は、日本政府に重慶爆撃が違法な犯罪行為であることを認

めさせ、重慶大爆撃の被害者に対する謝罪と賠償を実行させ、これを通

して被害者に正義を実現させることである。

賠償を得ることは最終の目的ではない。お金は、我々の苦しい記憶を

消すことも、精神的な損失を補うこともできない。まして肉親をよみが

えらせることは不可能である。しかし賠償を通じて日本政府は真剣に歴

史を反省し、教訓をくみ取るべきである。

かつて日本のある野党の政治家が『謝罪のない賠償は道義に反する。

賠償のない謝罪は偽りである』と言った。我々はこの発言に賛成する。

戦争は人類に巨大な損失と災難しかもたらさない。これを日本政府はよ

く認識すべきである。賠償を求めないのは、民族の恥であり、臆病の現

れである。

第３の目的は、歴史を鑑にして、中日両国の人民は子々孫々友好的に

つきあい、アジアと世界の平和を実現することである。

私たちは、良心的で目覚めた日本人民は第二次世界大戦で犯した過ち

を深く反省し、二度と隣国を侵略することなく、中国人民と友好的につ

きあっていくことを確信している。

平和こそは我が原告団の最終にして最大の目的であり願いである。」

＊

上記の内容の本メッセージは、第一次提訴の原告ら重慶大爆撃の被害者

たちの思いを正確に伝えている。またメッセージの内容には原告らの活動

の真摯さと切実さがよく表されている。
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第一次提訴の原告らに共通した気持ちは、重慶大爆撃という重大な戦争

犯罪について被告が加害国として被害者に全く謝罪しない態度をとり続け

ていることは、絶対に許されないという点にある。

第一次提訴の原告らは、重慶大爆撃のために傷つけられ奪われた人生は

取り戻せないが、日本の政府と日本人には重慶大爆撃がどんなに残虐で惨

いものだったかを正確に認識してもらいたい、と強く思っている。

原告らが「謝罪と賠償」を求める本件訴訟を提起したのは、まさにその

思いを伝えるためでもある。

(２) 第二次ないし本件第四次重慶大爆撃訴訟の提訴に至る経緯

２００２年頃から、重慶市、四川省成都市、楽山市、自貢市においても、

被害者たちが、重慶市の爆撃被害者たち（後に第一次提訴の原告となった

被害者ら）と連絡をとりながら、重慶、成都、楽山、自貢、瀘州、松潘な

どの被害調査を行い、これらの被害調査を基礎に日本国を相手とする対日

民間賠償請求訴訟の準備が続けられてきた。

実際には、被害者たちは２００６年の第一次提訴に参加するには至らな

かったが、その後も四川省各地の爆撃被害者は日本国に「謝罪と賠償」を

求める対日民間賠償請求訴訟を起こそうとする動きを続けてきた。

以上の経過を経て、重慶市、四川省成都市、楽山市、自貢市、松潘市山

爆撃の被害者の中で、日本国に対して「謝罪と賠償」を求めるために対日

民間賠償請求訴訟を起こす動きが急速に進展し、第二次提訴及び第三次提

訴に繋がり、今回の本件第四次重慶大爆撃訴訟の提訴に至った。
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３ 被告の加害行為－日本軍の重慶大爆撃

(1) 抗日戦争中の首都重慶

重慶大爆撃の最終的な狙いが抗日戦争中の首都重慶であったことは明白

であるし、四川省各地に対する爆撃も重慶との関係を踏まえたときに一層

明らかとなるから、以下では、まず重慶について述べる。

重慶は、もともと四川省東部の中心都市で１９２９年に正式に市になっ

た（石島紀之「戦略爆撃にたいする重慶のたたかい」参照）。１９３７年

１１月、中華民国の首都南京に対する日本軍の占領が必至という段階で、

国民政府は、抗日戦争を継続するため重慶への遷都を決定した。こうして

重慶は抗日戦争中の中国の新たな首都（以下、「新首都」、「戦時首都」

又は「臨時首都」という）になった。新首都重慶には国民政府の各種機関

が設けられるようになったが、これは中国が抗日戦争に勝利して１９４５

年８月に再び南京に遷都するまで続いた。

以下、日本軍による重慶大爆撃が持つ意義を明らかにするため、日本軍

による中国侵略の概略と「抗日戦争中の首都重慶」の位置について述べる。

周知のとおり、日本は、明治維新以降、中国・朝鮮に対する侵略を繰り

返してきた。中国の場合、清末から度々日本の侵略を受けてきた。

公知の事実となっているものだけ取り上げてみても、例えば、台湾出兵

（１８７４年）、日清戦争（１８９４年）、日露戦争（１９０４年）、青

島占領（１９１４年）、対華２１ヶ条要求（１９１５年）、第１次山東出

兵（１９２７年）、張作霖爆殺（１９２８年）など日本の侵略行為は間断

なく行われている。

さらに１９３０年代に入って、日本は中国に対する帝国主義的侵略の歩

を明らかに早めた。１９３１年には「９・１８柳条湖事件」を引き起こし

て中国東北地区に対する領土的支配をあからさまに狙うようになり、翌３

２年には同地区に傀儡政権「満州国」をデッチ上げるに至った。
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そして遂に１９３７年７月７日の盧溝橋事件以降、日本は中国に対する

全面的侵略戦争を開始した。同月１１日、近衛内閣は「重大決意」をもっ

て華北派兵を行う旨の政府声明を発表し、その後日本軍は中国侵略戦争を

内蒙古、華北、華中の３方面で進めた。日本軍は７月下旬から華北に対す

る総攻撃を開始し、８月１３日には上海で戦闘状態に突入した。日本軍は

同年１１月上海を占領し、１２月末までに河北省、山西省、山東省など中

国華北の主要都市を占領した。

日本軍は、同年１２月１３日に南京を占領したが、このとき日本軍は南

京大虐殺により南京市民の大量殺戮を強行した。

以上のとおり日本は１９３７年７月以降中国に対する全面的侵略戦争を

開始したが、それ以前、とくに１９３５年に日本軍による華北５省（河北

・察哈爾・山東・山西・綏遠）の支配を狙う華北分離工作が表面化してか

ら、中国人民は日本の中国侵略に反対する全国統一の抗日戦争態勢の確立

を強く望んでいた。１９３６年１２月には張学良らが蒋介石を監禁して内

戦停止・一致抗日等を要求した西安事件も起った。この機運の中、国民政

府を指導する中国国民党（蒋介石ら）と中国共産党（毛沢東ら）は抗日戦

争遂行に関する協議を重ね、ついに同年９月２３日第二次国共合作が正式

に成立した。

「抗日戦争中の首都重慶」の誕生は、上記国共合作を基礎にしながら国

民政府の戦時首都になったということであり、中華民国の新首都重慶は全

中国人民による抗日戦争の拠点という位置を持っていた。

日本軍の中国侵略は戦時首都重慶の誕生から約８年間続いた。遷都以前

の１９３６年３月時点では、旧城郭を中心に重慶市は３３万人余の人口を

もつに過ぎなかったが、遷都以降、一挙に人口１００万人以上の大都市に

膨れあがった。ちなみに、この年、北京、上海を主とする中国各地から大

陸奥地の西南地方に移住したものは１０００万人に及び、そのうち７００
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万人が四川省に入っている（小林文男「重慶の抗戦と悲惨」参照）。

楽山爆撃、自貢爆撃を含む重慶大爆撃は、人口過密状態の首都重慶に対

して約５年半もの間繰り返し強行された。従って、重慶大爆撃が一般住民

の大量虐殺を狙った残虐な無差別爆撃であったことは明らかであり、それ

は南京大虐殺と同様に中国人民に対する民族差別に根源を持つものであっ

た。

ところで重慶は遷都後間もなく陪都（副首都）と称されるようになった。

長い歴史をもつ中国では陪都が設けられた例は少なくないが、陪都重慶は

最も有名である。それは、抗日戦争が中国近代史にとって歴史的にも民族

的にも他の事件と比較できないほど巨大な意義を持っているためであり、

「陪都重慶」の呼び名は、中国人にとって日本軍の侵略、わけても残虐な

重慶大爆撃に関する生々しい記憶と固く結びついている。

(2) 日本軍の重慶大爆撃以前の中国爆撃

日本軍は、盧溝橋事件の直後から中国に対する爆撃準備を始めた。

早くも１９３７年７月１２日、海軍軍令部は、「対支作戦用兵に関する

内示事項」を決定し、その中で「作戦行動開始は空襲部隊の概ね一斉なる

急襲を以てす。第一（第二）航空戦隊を以て杭州を、第一聯合航空隊を以

て南昌・南京を空襲す。爾余の部隊は右空襲と共に機を失せず作戦配備を

完了す」（『現代史資料（９）』８頁参照）と述べ、すでにこの時点から

杭州、南昌、南京等への都市爆撃を計画していた。すなわち、海軍軍令部

は、日中戦争の当初から政府の不拡大方針を超えて、全面戦争を想定し、

作戦準備を開始したのである（笠原十九司『日中全面戦争と海軍』参照）。

その後、海軍は同年８月１３日に第二次上海事件が発生するや、直ちに

陸軍に上海派兵を求め、翌１４日から航空兵力による爆撃を強行した。同

年１１月１６日までの約３か月の間に、日本軍は、上海に６２日、南京に
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２２日、広東に２４日など中国の都市を連日爆撃している。以下、この爆

撃の状況について若干述べる。

８月１５日、日本軍は、長崎県大村基地から９６式陸上攻撃機（略称

「中攻」）２０機を発進させて首都南京を爆撃した。また同日、台湾の台

北から発進した中攻機１４機は南昌（江西省の省都）を爆撃した。

８月１６日から同月３０日まで、日本軍は、南京を中心に、上海から南

京に至るまでの蘇州、揚州等の都市を爆撃した。この時期に使用された基

地は、大村基地や台北・済州島の各基地であり、また空母からであった。

その後日本軍は、占領した上海や南京で確保した航空基地を使い、次の

地上作戦の対象地に対する航空作戦として広東省広州市、漢口市、宜昌市

などの各都市を爆撃した（下線の都市の所在地は３２頁の地図の赤枠地点

である。以下の下線も同様）。

(3) 四川省各地の爆撃を含む重慶大爆撃の概要

重慶大爆撃の各年ごとの爆撃内容については、後記(4)以下で述べる。

ここでは重慶大爆撃の概要を示すデータについて述べる。

① 航空部隊の所属は、陸軍と海軍の双方である。

具体的な航空作戦については、大陸命・大海令のほか「航空ニ関スル

陸海軍中央協定」を基に策定され、実施された。

重慶大爆撃を全体的に見ると海軍の航空部隊が爆撃の主力であった。

② 航空部隊の爆撃機が使用した基地は、主に湖北省漢口と山西省運城の

各基地である。

③ 爆撃機の主力機は、海軍では９６式陸上攻撃機、陸軍では９７式重爆

撃機である。護衛機としては零戦（零式艦上戦闘機）が最も有名である

が、最初の実戦配備は１９４０年８月１９日で、漢口を基地とし湖北省

宜昌を中継基地とした。
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④ 爆撃対象地区

本件訴訟にいう重慶大爆撃の概念が楽山爆撃、自貢爆撃を含むもので

あることについてはすでに上記１で述べたが、本訴状で用いる各種のデ

ータの性格を明確にするため、あらためて爆撃対象地区を基準に以下の

通り「重慶大爆撃」の概念を確定しておく。

第１は、当時の重慶市に対する爆撃である。

第２は、上記第１を含む直轄市としての現重慶市に対する爆撃である。

第３は、上記第２および四川省（成都市、楽山市、自貢市、松潘県、

瀘州市など）に対する爆撃の総称として用いる。

従って重慶大爆撃は、上記第１が「最狭義」を意味し、上記第２が

「狭義」を意味し、上記第３が本件訴訟に言う重慶大爆撃（楽山爆撃等

を含む）を意味する。

⑤ 爆撃の規模

最近の中国側の研究（西南大学重慶大爆撃研究センターの潘洵教授

ら）によれば、「直轄市たる重慶市」に対する爆撃（つまり上記④の狭

義の重慶大爆撃）に限定した爆撃の規模は、「爆撃日ごと被害統計表」

を集計した範囲では、爆撃日数が１７１日、出動爆撃機が８４０７機、

投下爆弾が２万６３０６発、投下焼夷弾１５４２発である。

但し、他の日中の資料を総合すると、直轄市たる重慶市に対する爆撃

回数は２００回をはるかに超えている。

⑥ 爆撃時期

爆撃は、１９３８年２月１８日から１９４４年１２月１８日までの間

に実施された。すなわち、日本軍の８年間の中国侵略期間中の初めの６

年１０ヶ月である。なお特に集中的な攻撃が実施されたのは、１９３９

年から４１年までの３年間である。

⑦ 爆撃意図・性格
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四川省各地に対する爆撃を含む重慶大爆撃の意図は、まず臨時首都に

なった重慶の市民生活に対する徹底的な破壊であり、次いで、その重慶

を支える経済、文化、商業、工業の中心であった成都など四川省各地に

執拗に爆撃を繰り返すことにより、中国の抗日戦争継続の意志を押し潰

すことにあった。

四川省の地位の重要性について、すでに１９３５年に、蒋介石は次の

ように述べている。「四川の地位について言えば、革命の一つの重要な

地方であるばかりでなく、とりわけ我が中華民国の立国の根拠地である。

どの面からいっても、条件はみな備わっている。人口の多さ、土地の広

大さ、物産の豊かさ、文化の普及度などは、各省の代表ということがで

きる。それゆえ、古来より天府之国と称され、恵まれた地である。」

「四川は民族復興の根拠地とすべきである。」（１９３５年３月４日、

蒋介石の四川党務特派員辧事処拡大紀念周会における演説）

重慶大爆撃は、必然的に国際法に違反することを充分認識しつつ強行

された無差別爆撃であった。一つの都市や地域に対して６年１０ヶ月と

いう長期間、しかも大規模な爆撃を繰り返し実施した例は前例がない。

日本軍は、こうした爆撃の敢行が中国民衆の人心の混乱を引き起こし

国民政府を瓦解させるものと位置づけ、「戦政略的航空戦」と呼称した。

⑧ 奥地進攻としての重慶大爆撃

日本軍は漢口占領（１９３８年１０月）以降、地上作戦を前提としな

い中国奥地（四川省、甘粛省、雲南省など）への爆撃を繰り返し行った。

当時の重慶市を含む四川省への爆撃の狙いは「政戦略要地攻略・抗戦意

志粉砕」すなわち抗戦意志を押し潰す点にあったが、他の甘粛省の蘭州

方面や雲南省方面への爆撃は「戦略物資補給遮断」（援蒋ルート爆撃）

を狙うものであった。

日本軍は、上記の趣旨で１９３８年末から１９４１年中まで数次にわ
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たり中国奥地の都市に爆撃を敢行したが、楽山爆撃、自貢爆撃、成都爆

撃を含む重慶大爆撃は上記奥地爆撃の主要な航空作戦として実施された。

例えば、１９４０年５月からの１０１号作戦や１９４１年７月からの

１０２号作戦などの作戦名で重慶大爆撃が実施された。

以上で述べた楽山爆撃を含む重慶大爆撃の関連都市の所在については、

次頁の「重慶大爆撃関連地図」を参照されたい。

また、日本軍の中国侵略の経過と重慶大爆撃の対応関係については、

次々頁の「日本軍の中国奥地爆撃の年譜」を参照されたい。

（以下、余白）
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(4) 現重慶市に対する１９３８年の大爆撃

臨時首都になった重慶に対する爆撃は、１９３８年２月１８日、海軍木

更津航空隊の中攻機３機が南京を発進基地とした初攻撃をもって開始され

た（『戦史叢書中国方面海軍作戦〈１〉』５３３頁、『戦史叢書中国方面

海軍作戦〈２〉』１０８頁、『海軍陸上攻撃機（上）』１４２頁参照）。

１９３８年の重慶市に対する爆撃を表にすると、次のとおり爆撃日数は

６日であり、爆撃機数が１１３機、投弾数が爆弾３７２発である。

年 月 現重慶市への大爆撃の被害日

1938年 ２月１８

１０月４、８、２２

１１月５

１２月２６

１９３８年１２月２日、重慶に対する戦略爆撃の企図を明確にした「大

陸命第２４１号」とその作戦指示を記した「大陸指第３４５号」が発出さ

れた。

その事情は、同年１０月の漢口占領以降日本軍は国民政府の新首都重慶

に向け地上兵力を派遣することが不可能な状態であったので、地上作戦と

切り離して重慶又は蘭州などの内陸部に「奥地進攻」と称して戦略爆撃を

行うことが検討されるようになっていたところにあった。

さて、上記大陸命は、「航空進攻作戦」を命じ「敵ノ戦略及ビ政略中枢

ヲ制厭擾乱スル」と述べている。これは、同作戦の目的が敵の戦略・政略

中枢撃滅にあることを明らかにしたものである。

次に上記大陸指は、「全支ニ亘ル航空作戦ノ実施ニ関スル陸海軍中央協

定、別冊ノ如ク定ム。敵ノ戦略及ビ政略中枢ヲ攻撃スルニ方リテハ好機ニ



­ ­35

投シ戦力ヲ集中シテ特ニ敵ノ最高統帥及最高政治機関ノ補足撃滅ニ勉ムル

ヲ要ス」と指示した。このように重慶爆撃を中心とする政戦略攻撃では、

当初から陸海軍協同作戦による兵力の集中使用を宣言したが、これは日本

軍の作戦としては極めて異例なことであった。

さらに上記別冊の「航空ニ関スル陸海軍中央協定」は、「全支ノ要域ニ

瓦リ陸海軍航空部隊協同シテ戦政略的航空戦ヲ敢行シ敵ノ継戦意志ヲ挫折

ス」と述べた。これは「敵ノ継戦意志ヲ挫折ス」すなわち重慶国民政府の

抗戦意志をたたきつぶす戦政略的航空作戦を開始することを明らかにした

（『大陸命・大陸指 昭和１３年』１５１頁、２２３頁参照）。

同年１２月２６日から、漢口を発進基地として陸軍飛行隊による遠距離

航空作戦が実施された（往復約２０００キロ。９７式重爆撃機１２機、イ

タリア式重爆撃機１０機）。

上記２６日の爆撃に先立ち、その前日の１２月２５日、この作戦の責任

者の陸軍第一飛行団長寺倉正三少将は、漢口において、「飛行団ハ主力ヲ

以テ重慶市街ヲ攻撃シ敵政権ノ上下ヲ震撼セントス」「飛行第六十戦隊及

飛行第九十八戦隊ハ相協同シテ明二十六日十三時ヲ期シ重慶市街ヲ攻撃ス

ルノ準備ニ在ルヘシ 目標ハ両戦隊共 重慶市街中央公園都軍公署…公安

局県政府ヲ連ヌル地区内トシ副目標ヲ重慶飛行場トス」（『戦史叢書中国

方面陸軍航空作戦』１３１頁参照）と述べて、市街地を主目的として爆撃

して、市民に厭戦気分を拡げ、戦意の喪失をねらったものであり、臨時首

都重慶の住民を対象にした無差別爆撃である意図を明確にした。

（以下、余白）
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(5) 現重慶市に対する１９３９年の大爆撃――「５・３、５・４」など
ウ ー サ ン ウ ー ス ー

ア 陸軍は、前年末に続き、１９３９年１月７日、１０日、１５日と重慶

への爆撃を続けた。

一方、海軍は、中攻機の整備を進めてきたが、重慶の天候が良好とな

る５月３日から本格的攻撃を開始した。

上記５月以降の日本軍の爆撃は、１９３９年４月２８日付大陸命２９

１号及び大陸指４４０号、さらに同別冊「陸海軍航空中央協定」に基づ

いて実行された。

上記大陸命は、「航空進攻作戦ニ任シ特ニ敵ノ戦略及政略中枢ヲ制厭

擾乱スル」ことを命じた。

上記大陸指は、「全支ニ亘ル航空作戦ノ実施ニ関スル陸海軍中央協定

別冊ノ如ク改ム。敵ノ戦略及政略中枢ヲ攻撃スルニ方リテハ好機ニ投シ

戦力ヲ集中シテ特ニ敵ノ最高統帥及最高政治機関ノ補捉撃滅ニ勉ムルコ

トヲ要ス」と指示した。

そして大本営陸軍部、大本営海軍部の「陸海軍航空中央協定」は、

「全支ノ要域ニ亘リ陸海軍航空部隊協同シテ戦政略的航空戦ヲ敢行シ敵

ノ継戦意志ヲ挫折ス」ることを目指し兵力配備等を決定した（『大陸命

・大陸指 昭和１４年』１０２頁、２４２頁）。

日本軍は、戦線が膠着し泥沼化の様相を呈し始めた戦況を打開し、中

国国民政府の屈服（「継戦意志ヲ挫折」）を意図して臨時首都の住民へ

の本格的な無差別爆撃に踏み切ったのである。

１９３９年の重慶市に対する爆撃を表にすると、次のとおり爆撃日数

は４３日であり、爆撃機数が１００３機、投弾数が４９９２発（爆弾４

５８９発、焼夷弾４０３発）である。

なお、四川省各地への攻撃は、次の表の中には含まれていない。
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年 月 現重慶市への大爆撃の被害日

1939年 １月７、１０、１４、１５

２月４、６

３月２９

５月３、４、１２、２５ 【「５・３､５・４」大爆撃】

６月７、９、１１、２８、３０

７月５、６、１２、２４、２５、３１

８月２、３、４、２３、２８、３０、３１

９月１、３、４、１２、２８、２９、３０

１０月３、４、１０、１３、２４

１２月１８、１９

イ １９３９年の現重慶市への爆撃の中で、市民に最も被害が大きかった

のは、５月３日と４日の爆撃である。

５月３日は、漢口飛行場を基地にした海軍航空隊による、重慶に対す

る本格的な攻撃の開始であった。

「海軍第３艦隊航空隊昭和１４年戦闘概報」は、次のように５月３日

の重慶爆撃を報告している。

「戦闘概報第五一三号 五月三日

第一空襲部隊ハ天候ノ良好ナルニ乗ジ中攻四十五機（14 二十fg

四機13 二十一機）ヨリナル飛行機隊ヲ以テ一五三〇敵首都重慶fg

ニ對シ本年度第一回ノ攻撃ヲ実施シ軍事委員會委員長行營ヲ中心ト

シ中央公園北東部ヨリ水泥廠附近一帯ニ亘リ猛爆撃敵ニ大損害ヲ與

ヘタリ」

すなわち、海軍第１空襲部隊は、中攻機４５機（第１４航空隊２４機、
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第１３航空隊２１機）よりなる飛行機隊をもって、１５時３０分、重慶

に対し、本年度第１回の攻撃を実施し、中央公園北東部より水泥蔽付近

一帯に亘り猛爆撃したと報告している。報告によれば、爆撃地は軍事委

員会委員長行営の中心地と記載されているが、実際は重慶市の中で最も

人口が密集している繁華街であり、爆撃は繁華街を狙い撃ちしたもので

ある。

また５月４日について、前記戦闘概報は、次のように報告している。

「戦闘概報第五一四号 五月四日

第一空襲部隊ハ中攻二十七機(14 十五機13 十二機)ヲ以テ雲fg fg

ト山頂ノ間ヲ縫ヒ夕闇ヲ選ビ二〇三〇頃再度敵首都ノ攻撃ヲ實施シ

重慶防空司令部委員長行営縣政府ヲ中心トシテ中央公園ヲ通ズル南

北線以西市街全面ニ亘リ猛爆撃ヲ加ヘ之ニ壊滅的損害ヲ與ヘタリ」

すなわち、第１空襲部隊の中攻２７機（第１４航空隊１５機、第１３

航空隊１２機）で、２０時３０分頃、重慶に攻撃を実施し、中央公園に

通ずる南北線以西の市街全面にわたり猛爆撃を加え、壊滅的損害を与え

た旨報告している。

重慶市民にとっては、準備のないままでの大規模攻撃が連日行われた

ため被害が甚大であった。また日本軍は、焼夷弾を多用し、当時木造建

物が多かった市街地に火災を引き起こすことを意図して爆撃した。

５月３日、４日の連続爆撃は、３日に中央公園より東（揚子江）側、

４日に中央公園の西（嘉陵江）側と分けて、２日間で重慶の繁華街を破

壊することを計画し実行したのである。

次々頁の５月５日付東京朝日新聞は、５月４日の爆撃について、次の

とおり報道した。

すなわち、東京朝日新聞は、「重慶を再度大空襲 敵都大半暗黒と化

す 海軍機・矢継早の猛撃」との見出しで、「この再度の猛烈な空襲に
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より重慶市民は雪崩を打って市外に逃走中」と、日本軍の市街地連続爆

撃により市民生活が破壊されていることを賛美した。

ウ ５月１２日午後９時、海軍航空隊は、２７機が運城基地を経由して重

慶市江北区に対する爆撃を行った。また、５月２５日には、夕刻に中攻

機２６機が、夜間に中攻機１２機が、それぞれ重慶市街地に対する爆撃

を行った。

この後も、海軍航空隊は、６月１日には高雄航空隊、９月５日に第一

聯合航空隊を加えて１２月まで、漢口飛行場を基地として、継続的に重

慶を主とする四川省集中爆撃を行った。

なお、１２月２６日、２７日、２８日の３日間、重慶への援蒋ルート

の甘粛省蘭州への爆撃が、１００号作戦という秘匿名で陸海軍の爆撃機

約１００機による集中攻撃が行なわれた。

（以下、余白）
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(6) 現重慶市に対する１９４０年の大爆撃――「１０１号作戦」など

ア １９４０年、陸海軍の共同作戦として重慶を主にした四川省各地への

爆撃が本格化し、「１０１号作戦」という作戦名により計画実行された。

１９４０年の重慶市に対する爆撃を表にすると、次のとおり爆撃日数

は６２日、爆撃機数は３９５４機、投弾数は１万２６５１発（爆弾１万

２４７４発、焼夷弾１７７発）であり、前年と比較しても爆撃機の機数

は約４倍に増えた。

なお、四川省各地への攻撃は、次の表の中には含まれていない。

年 月 現重慶市への大爆撃の被害日

1940年１月 ７

４月 ２３、３０

５月 ３、１９、２０、２１、２２、２６、２７、２８、２９、３０

【５／１８～９／４「１０１号作戦」】

６月 ６、１０、１１、１２、１６、１７、２１、２４、２５、２６、

２７、２８、２９

７月 ３、４、５、８、９、１０、１６、２２、２８、３１

８月 ２、３、９、１１、１７、１８、１９、２０、２３、３０

９月 １２、１３、１４、１５、１６

１０月４、６、１０、１３、１６、１７、２５、２６、２７

１２月１、１１

イ 「１０１号作戦」は、陸軍では、１９３９年９月２３日付の大陸命第

３６３号に基づいて１９４０年５月２日付の大陸指第６８４号、同年５

月１５日の大陸指６８５号別冊「航空ニ関スル陸海軍中央協定」の実施

命令によるものであった。
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陸軍第３飛行集団と海軍連合空襲部隊の間で、５月１３日付「百一号

作戦ニ関スル陸海軍協定」及び５月２９日付「百一号作戦ニ於ケル攻撃

実施要領ニ関スル陸海軍協定」が結ばれ、本格的な陸海軍の共同作戦と

して５月１８日ないし９月４日の期間、実施された。

５月２９日付協定では、「陸海軍航空部隊ハ本協定期間中主攻撃目標

ヲ重慶市街及其ノ周辺（極力第三国権益ノ被害ヲ避ク）ニ指向シ兵力及

天候ノ許ス限リ攻撃ヲ持続ス……陸海軍は六月中旬以降月明利用期間ハ

極力昼夜ニ亘リ連続攻撃ヲ実施ス」（百一号作戦の概要）として、昼夜

の別なく重慶上空に出没して爆弾を投下し攻撃することを協定した。

海軍は、同年５月１８日、連合空襲部隊が漢口を主要基地として、陸

軍は、同年６月６日、第３飛行集団が山西省運城を基地として重慶を攻

撃して開始された（『大陸命・大陸指 昭和１５年度』１４頁参照）。

６月中旬以降、重慶の市街地がＡからＨまでに区分され、陸海軍が協

同して、昼に夜に爆撃を繰り返し、各地区を順次徹底的に絨緞爆撃する

戦術が採用された。例えば次頁に示すように、戦闘詳報には、市街地の

区分を 区、 区、 区などに区分して爆弾の投下場所を特定してA B D

「弾着図」が作成されている。

（以下、余白）
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６月１４日、日本政府は外交機関に対して、安全地帯を指定し、一時

避難を勧告し、６月２４日より各国の外交機関を気にすることなく徹底

的に重慶市街地を爆撃した。

また、学校等の文京地域も頻繁に爆撃した。

エ １９４０年７月２１日、開発されたばかりの零式艦上戦闘機（ゼロ

戦）が漢口飛行場に配備され、戦場慣熟訓練を行った。

８月１９日、ゼロ戦１３機が漢口飛行場から飛び立ち、途中、宜昌の

飛行場で給油の後、中攻機と合流した。ゼロ戦が護衛戦闘機として参加

したことによって、制空権はほとんど日本軍が掌握していった。このゼ

ロ戦配備には、次のような強い国家意志が働いていた。

６月１２日、陸軍は宜昌を完全占領したが、兵力整理のため６月１５

日には宜昌撤退を決めた。しかし、天皇の出席する御前会議において、

陸軍が宜昌撤退案を上奏し、海軍が宜昌を重慶爆撃の中継基地として極

めて大きな価値を持つことに言及すると、天皇は「陸軍は宜昌をなんと

かならないのか」と下問した。そのため、陸軍参謀本部は、方針を一転

させ、６月１６日、宜昌一時確保の命令を発した。この御前会議での天

皇発言にあるように、重慶爆撃は、日本国の国家最高意志として敢行さ

れたものであった（『戦史叢書支那事変陸軍作戦〈３〉』２１２頁）。

オ 「１０１号作戦」は、１９４０年９月４日で終了したが、海軍航空部

隊は、引き続き重慶への爆撃を続行した。

(7) 現重慶市に対する１９４１年の大爆撃――「６・５隧道大惨案」、「１

０２号作戦」など

ア １９４１年の現重慶市への爆撃を表にすると、次のとおり爆撃日数は

爆撃は５９日、爆撃機数は３２８０機、投弾数は９６８２発（爆弾８７

４５発、焼夷弾９３７発）であった。
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なお、四川省各地への攻撃は、次の表の中には含まれていない。

年 月 現重慶市への大爆撃の被害日

1941年 １月４、１４、２０、２２

２月４

３月１８

４月２９

５月３、９、１０、１６、１７、２０、２１、２２

６月１、２、５、７、１１、１４、１５、１６、１８、２８、

２９、３０ 【６／５隧道大惨案】

７月４、５、６、７、８、１０、１８、１９、２７、２８、

２９、３０、３１

【７／２７－８／３１「１０２号作戦」】

８月１、２、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、

１７、１８、１９、２２、２３、３０、３１

９月１、２

イ １９４１年には、５月３日の重慶に対する爆撃を皮切りに７月中旬ま

で２２次にわたり爆撃を続けた。

そうした中で、６月５日、「隧道大惨案」と呼ばれる防空洞として使

用されていた較場口隧道内での大量の窒息死が発生した。

ウ 同年７月２７日から８月３１日まで、日米関係が修復不可能なまでに

関係が悪化し日米開戦不可避になりつつある中で、中国との戦争をすみ

やかに終了させ、中国を対米英戦における後方基地とするために、日本

軍は再び大量の航空機を動員し、重慶を中心とする四川省に対して無差

別戦略爆撃を「１０２号作戦」と名付けて実施したのであった。

海軍は、湖北省漢口と孝感の基地から、陸軍は山西省運城の基地から

発進した（発進基地と重慶等の位置関係は次頁の「概見図」参照）。
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(8) 現重慶市に対する１９４３年の大爆撃

ア １９４３年の重慶市に対する爆撃を表にすると、次のとおり爆撃日数

は２日にわたり、爆撃機数は７９機、投弾数は１５１発（爆弾１２６発、

焼夷弾２５発）であった。

年 月 現重慶市への大爆撃の被害日

1943年 ８月 ８、２３

イ 戦史叢書には、８月２３日の重慶爆撃について、第８飛行団の飛行第

５８戦隊、第２５戦隊、第３３戦隊が漢口の基地を午前９時３０分に出

発し、午前１２時３０分重慶工業地帯を爆撃した旨記録されている

（『戦史叢書中国方面陸軍航空作戦』３６３頁参照）。

(9) 成都市への爆撃

成都市への爆撃は、特に１９３９年６月１１日と１９４０年の７月２４

日、１９４１年の７月２７日が最も激しいものであった。各爆撃では無辜

で大量の成都市民が命を落とし、財産の損失、精神の損害を被った。以下、

当時の残酷な爆撃の情景を概観したい。

① １９３８年の成都爆撃

１９３８年１１月８日、１８機の日本軍機が湖北から成都へ飛来した

情報を、省の防空部が入手した後、午前１０時２０分に空襲警報を、１

０時５０分に緊急警報を発した。１１時ごろ日本軍機は市の郊外の外北

の鳳凰山飛行場と外南の紅牌楼空軍訓練場を爆撃した。

成都市は１２時３０分に警報を解除し、事後調査では日本軍機が外北

に５６発の爆弾を、外南に４６発の爆弾を投下し、２５０キログラムの

爆弾により深さが約６．６メートル、幅が１０メートルから１３メート
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ルの穴ができた。

１１月１５日、日本の爆撃機１７機は、１５日朝９時３０分に湖北の

遠安から飛び立ち、２隊に分かれて四川に入った。成都市は午前１１時

５分に空襲警報を発し、１１時３４分に緊急警報に切り替えた。１２時

ごろ、日本軍機８機の一隊と９機はの一隊は、前後をくんで市の上空に

到着、鳳凰山飛行場を目標として１０３発の爆弾を投下した。成都市は

午後１時２５分に警報を解除した。

② １９３９年の成都爆撃

１９３９年５月８日零時ごろ、日本軍機２隊は四川省の境まで侵入し、

一隊は下流の東方向から重慶を観察、もう１隊は上東の数県から同様に

迂回して成都への爆撃を企てた。しかし月が暗く、霧が濃いため方向が

分からず撤回した。

同年６月１１日、成都市民にとってすさまじく悲惨な世界が繰り広げ

られた。この日、日本海軍第２連合航空隊５４機は２隊に分かれ、夕暮

れ時に湖北から突撃し、成都と重慶の両地を攻撃した。７時３０分、２

８機の日本軍の爆撃機は成都市上空に侵入し無差別爆撃を行った。あわ

せて１１１発の爆弾が、にぎやかな商業区域や家屋の林立した人口密集

地帯に投下された。加えて市区内初めて空襲を受けた地域では政府の防

空設備と一般市民の防空意識が薄かったため、これらの損失は甚大なも

のとなった。

同年１０月２日の晩、日本軍機は分かれて湖北から四川に侵入、夜間

で警戒がゆるんだ成都を攻撃することを計画した。

しかし成都方面の情報が確実でなかった上に、その晩１０時２２分ご

ろ注意警報が、１２時３５分に空襲警報を発された。市民は秩序良く、

市政府の灯火管制に従っていたため、日本軍機は市の上空を旋回しただ
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けで明確な目標を認識することができず、郊外にやみくもに５０発の爆

弾を投下していった。

同年１１月４日、日本海軍第１３航空隊は５４機の爆撃機を午前９時

頃漢口基地から四川の境にまで侵入、成都まで直行し、鳳凰山、太平寺、

温江等の飛行場に対して爆撃を行った。成都では９時８分に予備警報を、

１０時に空襲警報を発し、１０時４０分に緊急警報を鳴らした。１１時

頃、成都北部郊外の上空に侵入し、１２３発の爆弾を投下した。

なお、１９３９年に日本軍が行った成都爆撃について報道した日本の新

聞記事を次頁以降掲載する。






